
Title 並河寒泉の政治思想と幕府観 : 鳥羽伏見戦を中心に

Author(s) 矢羽野, 隆男

Citation 中国研究集刊. 2010, 50, p. 305-319

Version Type VoR

URL https://doi.org/10.18910/61171

rights

Note

Osaka University Knowledge Archive : OUKAOsaka University Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

Osaka University



は
じ
め
に

並
河
寒
泉
の
政
治
思
想
と
幕
府
観

羽
伏
見
戦
を
中
心
に

I

中
国
研
究
集
刊
玉
号
（
総
五
十
号
）
平
成
二
十
二
年

月
三

0
五
—
三
一
九
頁

享
保
九
年
(
-
七
二
四
）
に
大
坂
船
場
の
五
人
の
町
人
に
よ
っ

か
い
と
く
ど
う

て
創
設
さ
れ
た
懐
徳
堂
は
、
同
十
一
年
(
-
七
二
六
）
に
幕
府
の

官
許
を
得
、
校
地
を
下
賜
さ
れ
る
と
と
も
に
土
地
税
•
諸
役
免
除

な
ど
の
特
権
が
与
え
ら
れ
た
。
幕
末
に
至
っ
て
学
校
の
財
政
は
窮

乏
す
る
が
、
な
お
も
大
坂
城
代
・
大
坂
東
西
町
奉
行
と
の
関
係
を

通
じ
て
幕
府
か
ら
の
援
助
も
期
待
さ
れ
た
和
1)°

し
か
し
、
そ
の

幕
府
は
滅
亡
し
、
明
治
二
年
(
-
八
六
九
）
、
新
政
府
に
よ
っ
て
旧

来
の
特
権
も
剥
奪
さ
れ
る
。
経
済
的
に
困
窮
し
た
懐
徳
堂
は
、
こ

う
し
て
百
四
十
余
年
の
歴
史
に
幕
を
下
ろ
し
た
の
で
あ
る
。

幕
末
維
新
の
激
動
期
に
学
校
の
運
営
に
腐
心
し
た
最
後
の
教
授

な
み
か
わ
か
ん
せ
ん

並
河
寒
泉
に
と
っ
て
、
後
ろ
盾
で
あ
っ
た
幕
府
の
滅
亡
は
重
大
事

だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
だ
が
、
寒
泉
の
日
記
『
居
諸
録
』
、
詩
文
集

『
寒
泉
遺
稿
』
を
窺
う
に
丘
2
)

、
幕
府
滅
亡
に
対
す
る
彼
の
視
線

に
は
冷
や
か
な
も
の
が
あ
る
。
一
方
、
新
政
府
の
成
立
に
対
し
て

は
期
待
さ
え
も
感
じ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
寒
泉
の
政
治
意
識
は
必
ず

し
も
〈
幕
府
支
持
〉
〈
新
政
府
不
支
持
〉
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
に

は
懐
徳
堂
と
幕
府
と
の
官
許
以
来
の
特
別
な
関
係
に
よ
る
の
と
は

別
の
、
よ
り
激
烈
な
価
値
観
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

こ
の
内
憂
外
患
の
時
代
の
主
潮
に
し
て
、
寒
泉
の
思
想
信
条
で
も

あ
っ
た
尊
王
攘
夷
思
想
で
あ
る
。

本
稿
は
、
『
居
諸
録
』
『
寒
泉
遺
稿
』
の
う
ち
、
幕
府
へ
の
総
括

的
な
評
価
が
見
て
取
れ
る
鳥
羽
伏
見
戦
の
記
述
に
焦
点
を
絞
り
、

尊
王
攘
夷
思
想
に
注
目
し
て
、
寒
泉
の
政
治
意
識
を
考
察
し
た
い

（注

3
)
0

矢

羽

野

隆

男
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慶
応
三
年
(
-
八
六
七
）
十
月
十
四
日
、
将
軍
徳
川
慶
喜
は
大

政
奉
還
を
断
行
し
た
（
注
4
)
。
こ
れ
に
よ
っ
て
倒
幕
派
の
鉾
先
を
か

わ
し
、
そ
の
後
の
公
議
政
体
で
の
実
権
保
持
を
図
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
あ
く
ま
で
徳
川
家
の
勢
力
を
殺
ぎ
た
い
倒
幕
派
は
、
十

二
月
九
日
、
王
政
復
古
の
大
号
令
を
発
し
、
そ
の
夜
の
小
御
所
会

議
に
お
い
て
、
慶
喜
に
辞
官
納
地
（
官
位
の
辞
退
•
領
地
の
返
納
）

を
命
じ
た
。

こ
の
理
不
尽
な
要
求
に
、
旧
幕
府
と
り
わ
け
過
激
尊
攘
派
へ
の

敵
対
感
情
の
強
か
っ
た
会
津
・
桑
名
両
藩
は
憤
激
し
た
。
武
力
衝

か
た
も
り

突
を
懸
念
し
た
慶
喜
は
、
会
津
藩
主
松
平
容
保
•
桑
名
藩
主
松
平

定
敬
を
伴
っ
て
二
条
城
を
出
て
大
坂
城
に
入
る
。
十
二
月
十
三
日

の
こ
と
で
あ
る
。

ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
、
兵
庫
・
大
坂
で
は
欧
米
人
に
よ
る
商
行
為

が
開
始
さ
れ
た
。
十
二
月
七
日
に
通
商
条
約
の
定
め
る
兵
庫
開
港
・

大
坂
開
市
の
条
項
が
発
効
し
た
た
め
で
あ
る
。
兵
庫
・
大
坂
の
対

外
開
放
は
、
欧
米
諸
国
の
要
求
に
も
拘
わ
ら
ず
、
西
洋
嫌
い
の
孝

明
天
皇
が
拒
絶
し
続
け
た
懸
案
で
あ
っ
た
。
し
か
し
慶
応
二
年
末
、

孝
明
天
皇
が
急
逝
す
る
。
天
皇
の
強
硬
な
攘
夷
要
求
か
ら
解
放
さ

れ
た
将
軍
慶
喜
は
、
慶
応
三
年
二
月
か
ら
三
月
に
か
け
て
大
坂
城

寒
泉
か
ら
見
た
鳥
羽
伏
見
戦

に
仏
英
米
蘭
の
四
カ
国
公
使
を
招
き
、
兵
庫
・
大
坂
の
開
放
を
約

束
し
た
。
そ
の
後
、
薩
摩
な
ど
有
力
諸
侯
の
異
論
を
抑
え
、
ま
た

朝
廷
の
親
幕
派
に
圧
力
を
か
け
、
よ
う
や
く
五
月
二
十
四
日
に
勅

許
を
得
て
、
十
二
月
七
日
の
開
港
・
開
市
に
漕
ぎ
着
け
た
の
で
あ

る。
『
居
諸
録
』
は
、
兵
庫
・
大
坂
の
開
港
・
開
市
を
控
え
た
六
日
、

公
儀
か
ら
発
せ
ら
れ
た
触
書
を
載
せ
て
い
る
。
西
洋
人
と
の
ト
ラ

プ
ル
を
避
け
る
た
め
「
御
掟
相
い
守
り
、
懇
親
を
失
は
ざ
る
よ
う
」

と
の
注
意
で
あ
っ
た
（
注
5
)
。
加
え
て
、
十
一
月
下
旬
に
は
薩
摩
・

長
州
・
安
芸
ら
倒
幕
派
諸
藩
が
畿
内
に
兵
を
送
り
、
騒
乱
の
兆
し

4

p

<

 

を
見
せ
て
い
た
。
十
二
月
五
日
、
寄
宿
生
の
荒
井
木
エ
・
要
機
兄

弟
（
淀
藩
儒
者
の
子
弟
）
が
懐
徳
堂
を
去
っ
た
の
は
「
当
今
の
時

が
た

勢
是
く
の
如
く
、
愛
故
測
り
匝
き
」
ゆ
え
で
、
十
五
日
の
触
書

は
、
浮
説
流
言
に
「
決
し
て
動
揺
い
た
す
ま
じ
く
そ
う
ろ
う
」
と

厳
戒
を
命
じ
た
。
こ
う
し
て
、
不
穏
な
世
情
の
う
ち
に
慶
応
三
年

は
暮
れ
て
い
っ
た
。

明
く
る
慶
応
四
年
、
寒
泉
は
七
十
二
歳
の
春
を
迎
え
た
。
新
年

に
臨
み
、
新
帝
の
下
に
成
立
し
た
新
政
体
へ
の
思
い
を
、
寒
泉
は

次
の
よ
う
に
詠
ん
で
い
る
。

新
年
作
（
新
年
の
作
）

七
十
二
齢
今
且
至
、
七
十
二
齢
今
且
に
至
ら
ん
と
し
、

(306) 



大
駕
賀
正
朝
紫
宮
。

雀
踊
三
声
陵
服
雪
、

焉
歌
一
曲
恨
春
風
。

龍
年
故
表
登
庸
兆
、

新
旭
排
雲
照
海
東
。

晴
開
万
爾
薔
姻
棚
゜

喬
松
呈
瑞
登
朱
闊
、

ば

ん

さ

う

ま

ど

晴
れ
て
開
く
万
鼈
蓋
姻
の
梱
。

喬
松
瑞
を
呈
し
て
朱
闊
（
朱
塗
り
の

そ
び

大
門
）
に
登
え
、

大
駕
正
を
賀
し
て
紫
宮
に
朝
す
。

し
の

雀
踊
三
声
服
雪
を
陵
ぎ
、

鶯
歌
一
曲
春
風
を
恨
む
。

も

と

さ

ざ

し

龍
年
は
故
よ
り
登
庸
の
兆
を
表
し
、

新
旭
は
雲
を
排
し
て
海
東
を
照
ら
す
。

（
『
寒
泉
遺
稿
（
戊
辰
稿
）
』
）

第
二
句
の
「
晴
れ
て
開
く
万
鼈
云
々
」
は
、
仁
徳
天
皇
が
民
の

か
ま
ど

家
の
鼈
に
煙
が
立
た
な
い
の
を
見
て
善
政
に
努
め
た
と
い
う
故
事

を
踏
む
と
見
ら
れ
、
新
帝
の
治
世
へ
の
期
待
を
示
す
も
の
と
思
わ

れ
る
。
第
三
•
四
句
は
、
大
坂
城
の
初
春
の
め
で
た
い
景
色
と
、

「
大
駕
（
徳
川
慶
喜
）
」
が
「
紫
宮
（
皇
居
）
」
に
朝
し
て
朝
廷
を

尊
崇
す
る
様
子
を
詠
み
、
第
七
•
八
句
は
、
日
本
を
陰
り
な
く
照

ら
す
初
日
の
出
を
描
い
て
、
龍
が
飛
翔
す
る
如
く
登
用
さ
れ
る
吉

兆
と
す
る
。
こ
こ
に
は
、
徳
川
家
が
新
政
府
に
お
い
て
も
相
応
の

位
置
を
占
め
る
こ
と
へ
の
期
待
が
込
め
ら
れ
て
い
よ
う
。

し
か
し
、
寒
泉
の
期
待
と
は
裏
腹
に
、
元
日
早
々
、
大
坂
城
代

牧
野
越
中
守
か
ら
懐
徳
堂
へ
伝
え
ら
れ
た
の
は
、
年
末
二
十
五
日

に
江
戸
で
発
生
し
た
薩
摩
藩
邸
で
の
騒
乱
の
情
報
で
あ
っ
た
。
江

戸
の
薩
摩
藩
邸
は
、
薩
摩
藩
士
ら
が
幕
府
を
挑
発
す
る
テ
ロ
活
動

の
拠
点
で
あ
っ
た
。
牧
野
の
通
達
は
、
挑
発
に
業
を
煮
や
し
た
市

中
取
締
役
が
薩
摩
藩
邸
へ
踏
み
込
み
、
薩
摩
側
と
戦
闘
状
態
に
入

っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
た
。

二
日
は
何
事
も
無
く
過
ぎ
て
三
日
午
後
、
桐
園
（
懐
徳
堂
預
り

人
、
寒
泉
の
娘
婿
）
と
豊
婦
（
寒
泉
の
四
女
、
柳
川
藩
医
淡
輪
三

郎
の
妻
）
と
が
相
次
い
で
寒
泉
に
市
中
の
噂
を
伝
え
た
。

I

I
昨

夜
、
土
佐
堀
の
薩
摩
藩
邸
に
対
し
て
旧
幕
府
が
退
去
を
命
じ
、
一

時
は
一
触
即
発
の
事
態
と
な
っ
た
が
、
薩
摩
側
が
折
れ
て
事
無
き

を
得
た
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
家
人
が
安
心
す
る
中
、
寒
泉
は
「
時

変
は
測
り
が
た
し
」
と
非
常
事
態
に
備
え
、
典
籍
•
重
器
な
ど
の

貴
重
品
を
親
戚
旧
知
に
預
け
る
準
備
に
取
り
掛
か
ら
せ
た
。

そ
の
夜
、
寒
泉
の
心
配
が
現
実
と
な
っ
た
。
伏
見
方
向
の
空
が

真
っ
赤
に
燃
え
る
の
が
見
え
、
大
坂
市
中
は
騒
然
と
な
っ
た
。
実

は
、
前
日
二
日
、
薩
摩
の
挑
発
に
激
昂
し
た
旧
幕
府
や
会
津
・
桑

名
の
将
兵
（
以
下
、
旧
幕
軍
）
が
、
「
討
薩
の
表
」
を
奉
じ
京
都
へ

向
け
て
進
発
し
て
い
た
。
伏
見
の
空
を
焼
い
た
炎
は
、
衝
突
し
た

旧
幕
軍
と
薩
長
ら
新
政
府
軍
と
の
激
戦
を
伝
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
、
四
日
未
明
に
か
け
て
土
佐
堀
の
薩
摩
藩
邸
で
立
て
続

け
に
爆
発
が
あ
り
、
四
日
は
終
日
、
爆
音
が
断
続
的
に
閣
い
た
。

午
後
、
久
宝
寺
村
（
現
八
尾
市
）
の
医
師
稲
垣
見
隆
（
妻
は
蕉
園

の
娘
照
子
）
が
懐
徳
堂
を
見
舞
い
、
寒
泉
に
急
ぎ
避
難
す
る
よ
う

(307) 



に
勧
め
て
自
宅
へ
連
れ
帰
っ
た
。
翌
五
日
、
懐
徳
堂
の
家
財
が
久

宝
寺
へ
運
ば
れ
、
六
日
ま
で
に
霜
（
寒
泉
の
次
女
、
桐
園
の
妻
）

や
木
菟
麿
・
蘭
兄
妹
（
桐
園
・
霜
夫
妻
の
子
）
が
難
を
避
け
、
寒

泉
を
含
め
十
名
が
久
宝
寺
村
に
疎
開
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

疎
開
先
の
寒
泉
の
も
と
に
も
鳥
羽
伏
見
の
戦
況
は
伝
わ
っ
た
。

『
居
諸
録
』
に
は
、
ほ
ぼ
一
日
遅
れ
な
が
ら
か
な
り
具
体
的
な
記

録
が
見
え
る
が
、
ま
ず
実
際
の
戦
況
の
推
移
を
概
観
し
て
お
こ
う

（注
6
)
0

鳥
羽
伏
見
の
戦
い
は
、
旧
幕
軍
が
鳥
羽
・
伏
見
の
両
方
面
か
ら

京
都
へ
入
ろ
う
と
し
た
三
日
夕
刻
、
ま
ず
鳥
羽
に
お
い
て
新
政
府

軍
と
の
間
で
砲
撃
が
始
ま
り
、
そ
れ
を
戦
端
と
し
て
伏
見
で
も
市

街
戦
と
な
っ
た
。
激
戦
は
深
夜
に
及
び
、
旧
幕
軍
は
淀
方
面
へ
の

退
却
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。

四
日
、
劣
勢
を
挽
回
す
べ
く
、
旧
幕
軍
は
再
び
鳥
羽
・
伏
見
方

に
ん
な
じ
の
み
や

面
へ
進
撃
し
た
。
し
か
し
、
征
討
大
将
軍
に
任
じ
ら
れ
た
仁
和
寺
宮

が
錦
旗
を
陣
頭
に
翻
し
た
こ
と
も
大
き
く
影
響
し
、
新
政
府
軍
に

押
さ
れ
て
退
い
た
。
こ
れ
以
降
、
淀
•
橋
本
へ
と
戦
場
を
移
し
て

激
戦
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

五
日
、
旧
幕
軍
は
淀
城
の
東
方
で
新
政
府
軍
を
迎
え
撃
っ
た
。

し
か
し
刀
槍
を
主
と
す
る
旧
幕
軍
は
、
新
政
府
軍
の
火
器
の
猛
攻

に
晒
さ
れ
、
退
却
し
て
淀
城
に
拠
る
こ
と
に
し
た
。
淀
城
は
譜
代

稲
葉
氏
の
居
城
で
、
時
の
当
主
正
邦
は
現
職
の
老
中
で
あ
っ
た
。

だ
が
、
城
を
守
る
家
臣
た
ち
は
入
城
を
拒
否
す
る
。
藩
の
存
続
の

た
め
新
政
府
側
に
付
い
た
の
で
あ
る
。
旧
幕
軍
は
や
む
な
く
八
幡
・

橋
本
へ
退
却
し
た
。

六
日
、
旧
幕
軍
は
新
政
府
軍
の
大
坂
進
撃
を
阻
止
せ
ん
と
淀
川

左
岸
に
布
陣
し
た
。
そ
こ
へ
対
岸
の
山
崎
関
門
を
守
る
友
軍
の
津

藩
に
よ
っ
て
側
面
か
ら
砲
撃
が
加
え
ら
れ
る
。
こ
れ
も
帰
順
を
迫

ら
れ
て
新
政
府
に
付
い
た
の
で
あ
る
。
思
わ
ぬ
裏
切
り
も
加
わ
り
、

旧
幕
軍
は
総
崩
れ
と
な
っ
て
大
坂
へ
潰
走
し
た
。

一
方
、
大
坂
城
で
は
五
日
、
総
大
将
の
徳
川
慶
喜
が
徹
底
抗
戦

を
叫
ん
で
将
兵
を
鼓
舞
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
六
日
夜
に
及
び
、

慶
喜
は
俄
か
に
前
言
を
覆
し
、
老
中
板
倉
勝
静
•
松
平
容
保
・
定

敬
ら
幕
府
首
脳
数
名
を
伴
っ
て
大
阪
城
を
脱
出
、
八
軒
屋
（
大
阪

市
中
央
区
天
満
橋
付
近
の
船
着
場
）
か
ら
川
舟
で
天
保
山
沖
に
出
、

軍
艦
開
陽
で
江
戸
へ
帰
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
将
軍
逃
亡
の

事
実
は
七
日
に
な
っ
て
明
ら
か
に
な
り
、
戦
意
を
喪
失
し
た
将
兵

は
城
を
後
に
四
散
し
た
。

九
日
、
長
州
軍
の
進
駐
し
た
大
坂
城
は
、
本
丸
か
ら
出
火
し
て

瞬
く
間
に
延
焼
、
翌
十
日
に
は
火
薬
庫
が
爆
発
し
て
城
内
の
建
物

の
大
半
が
焼
失
し
た
。
混
乱
を
極
め
た
大
坂
は
無
政
府
状
態
と
な

っ
た
（
注
7
)
0

で
は
、
こ
の
鳥
羽
伏
見
戦
の
状
況
は
、
寒
泉
に
ど
の
よ
う
に
伝

え
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
『
居
諸
録
』
慶
応
四
年
一
月
四
日
条
に
は
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さ
つ
へ
い
た
い

會
人
・
桑
人
・
高
人
及
び
撤
兵
隊
、
進
み
て
道
を
鳥
羽
に
取

る
。
薩
兵
挑
戦
し
て
敗
る
る
を
伴
は
り
て
奔
り
、
會
兵
勝

ち
に
乗
じ
て
、
諸
に
竹
田
の
箪
の
中
に
楚
る
。
〔
薩
兵
は
〕
卒

よ
も

か
に
巨
砲
を
検
し
、
伏
兵
四
よ
り
起
り
、
之
に
乗
じ
て
銃
丸

ざ
ぢ
＜

雨
の
ご
と
く
下
る
。
會
兵
挫
靱
し
、
既
に
し
て
鳥
羽
横
大

路
よ
り
火
起
る
。

内
容
は
三
日
の
開
戦
時
の
様
子
で
あ
る
。
鳥
羽
方
面
を
進
軍
す
る

会
津
・
桑
名
・
高
松
の
諸
藩
兵
お
よ
び
旧
幕
府
の
撒
兵
隊
（
洋
式

歩
兵
部
隊
）
に
対
し
、
薩
摩
軍
か
ら
砲
撃
・
銃
撃
が
加
え
ら
れ
、

鳥
羽
一
帯
が
戦
火
を
被
っ
た
と
記
す
。
会
津
が
薩
摩
の
術
中
に
陥

っ
て
敗
北
を
喫
し
た
こ
と
に
焦
点
が
置
か
れ
て
い
る
。

ま
た
『
居
諸
録
』
正
月
六
日
の
条
に
は
次
の
よ
う
に
記
す
。

會
•
薩
淀
に
砲
戦
す
。
會
人
淀
城
を
椴
る
を
請
ふ
も
、
城

中
堅
く
拒
み
て
許
さ
ず
。
廼
ち
城
を
破
り
て
入
突
す
れ
ば
、

排
し
て
内
れ
ず
。
是
を
以
て
南
軍
大
い
に
敗
績
す
。
南
軍
は

い
か

勅
せ
ら
れ
て
王
の
檄
り
と
為
る
。
仁
和
寺
征
討
将
軍
の
命
を

の
ぞ

奉
じ
、
錦
旗
を
掲
げ
、
緋
甲
唐
首
以
て
軍
に
i

位
み
、
薩
の
士

ひ
き

氣
十
倍
す
。
桑
侯
兵
を
帥
ゐ
て
進
み
、
會
•
薩
兵
勢
張
る

次
の
よ
う
に
記
す
。

も
、
一
敗
地
に
塗
れ
、
桑
侯
戦
死
す
。
南
軍
遂
に
振
る
は
ず
、

マ
マ

死
傷
頗
る
多
く
、
乃
ち
兵
を
引
き
て
東
走
す
。
淀
•
八
幡
・

マ

マ

さ

し

か

ば

ね

か

つ

橋
本
・
楠
葉
・
牧
方
に
火
起
き
、
終
日
燿
え
ず
、
戸
を
輿
ぎ

て
入
坂
す
る
者
、
陸
績
と
し
て
絶
え
ず
。
城
中
に
戸
の
積
む

こ
と
丘
の
如
し
と
云
ふ
°
□
□
□
]
及
び
會
侯
以
下
の
在
坂
の

列
侯
、
軍
艦
に
乗
り
て
東
蹄
す
。

『
居
諸
録
』
の
記
述
は
か
な
り
正
確
で
あ
る
。
淀
城
へ
の
入
城

を
拒
絶
さ
れ
た
結
果
、
南
軍
（
旧
幕
軍
）
が
大
敗
を
喫
し
た
こ
と
、

い
か

「
勅
せ
ら
れ
て
王
の
檄
り
と
為
る
」
す
な
わ
ち
朝
廷
の
怒
り
を
買

っ
て
朝
敵
と
な
っ
た
こ
と
、
仁
和
寺
宮
が
錦
旗
を
掲
げ
る
こ
と
で

薩
摩
軍
の
士
気
が
揚
が
り
、
旧
幕
軍
の
被
害
が
甚
大
で
あ
っ
た
こ

と
、
淀
•
八
幡
•
橋
本
一
帯
が
戦
火
を
被
り
、
死
傷
者
が
続
々
と

大
坂
城
へ
撤
退
し
た
こ
と
、
幕
府
首
脳
が
江
戸
へ
海
路
帰
還
し
た

こ
と
な
ど
、
要
点
を
押
さ
え
て
い
る
。
桑
名
藩
主
戦
死
の
誤
伝
、

津
藩
裏
切
り
の
遺
漏
の
ほ
か
は
、
戦
況
の
推
移
を
大
体
に
お
い
て

把
握
し
て
い
る
と
い
え
る
。

こ
こ
で
前
掲
引
用
文
の
末
尾
に
注
目
し
た
い
。
旧
幕
府
首
脳
の

東
帰
が
知
れ
渡
っ
た
の
は
七
日
以
降
で
あ
る
か
ら
、
寒
泉
は
事
実

を
知
っ
て
後
に
六
日
条
に
追
記
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は

と
も
か
く
、
こ
の
記
事
の
表
現
が
不
自
然
で
あ
る
。
『
居
諸
録
』
原

本
で
は
「
及
會
侯
」
の
上
に
三
字
程
の
空
格
が
あ
る
。
文
脈
か
ら
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薩
兵
激
撃
撒
兵
隊
、

初
戦
新
正
第
五
辰
、

疾
砲
聾
耳
鳥
村
民
。

推
し
て
、
こ
こ
に
は
会
津
藩
主
ら
と
と
も
に
逃
亡
し
た
中
心
人
物

の
名
が
あ
る
は
ず
で
あ
ろ
う
。
想
像
な
が
ら
、
幕
府
に
恩
義
あ
る

懐
徳
堂
の
教
授
と
し
て
は
、
さ
す
が
に
総
大
将
の
敵
前
逃
亡
と
い

う
不
面
目
を
指
斥
す
る
に
忍
び
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

点
に
つ
い
て
は
、
後
に
ま
た
触
れ
る
。

『
居
諸
録
』
は
、
一
月
六
日
条
の
後
、
三
月
朔
の
再
開
ま
で
記

述
が
途
絶
え
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
間
も
寒
泉
の
も
と
に
は
情
報

が
入
り
、
そ
れ
に
基
づ
く
詩
も
制
作
し
て
い
る
。
し
か
も
、
客
観

を
主
と
す
る
『
居
諸
録
』
と
は
異
な
り
、
詩
に
は
寒
泉
の
心
情
が

よ
り
直
接
的
に
読
み
取
れ
る
。
そ
こ
で
、
鳥
羽
伏
見
戦
を
題
材
と

す
る
詩
を
も
と
に
、
こ
の
戦
争
に
よ
っ
て
喚
起
さ
れ
た
寒
泉
の
政

治
意
識
を
追
っ
て
み
た
い
。

正
月
作
二
首

蓋
倣
詩
史
云
（
正
月
の
作
二
首
蓋
し
詩
史

に
倣
ふ
と
云
ふ
）

初
戦
新
正
第
五
辰
、

疾
砲
に
耳
を
聾
す
鳥
村
（
鳥
羽
村
）
の

民。薩
兵
撒
兵
隊
を
遂
撃
し
、

鳥
羽
伏
見
戦
を
め
ぐ
る
寒
泉
の
心
情

こ
の

敗
靱
流
離
蹄
坂
人
。

又

再
戦
新
正
第
六
辰
、

淀
城
重
敗
散
狐
津
。

會
桑
軍
議
樽
俎
況
、

脱
走
催
君
入
稚
濱
。

再
戦
新
正
第
六
辰
、

淀
城
に
重
ね
て
敗
れ
狐
津
に
散
ら
さ
る
。

そ
ん
そ

會
•
桑
の
軍
議
樽
俎
の
況
、

脱
走
し
て
君
を
催
し
稚
濱
に
入
る
。

（
『
寒
泉
遺
稿
（
戊
辰
稿
）
』
）

こ
の
詩
は
二
首
連
作
で
鳥
羽
伏
見
戦
の
顛
末
を
詠
む
。
し
詩

史
に
倣
ふ
」
と
の
付
記
は
、
別
の
詩
に
も
見
え
（
明
治
六
年
「
癸

酉
初
冬
四
日
暁
、
莫
水
大
派
云
々
」
）
、
や
は
り
七
絶
二
首
の
形
式

で
あ
る
。
七
絶
の
詠
史
で
知
ら
れ
る
胡
曽
「
詠
史
詩
」
を
意
識
し

た
の
か
。
そ
れ
と
も
時
事
を
題
材
に
し
た
、
七
絶
二
首
一
組
の
型

式
が
当
時
「
詩
史
」
と
し
て
確
立
し
て
い
た
の
か
。
と
も
か
く
、

時
事
を
具
体
的
に
描
く
点
で
共
通
す
る
。

第
一
首
に
「
第
五
辰
（
五
日
目
）
」
と
あ
る
が
、
内
容
は
『
居
諸

録
』
一
月
四
日
条
に
記
さ
れ
た
、
三
日
の
開
戦
か
ら
四
日
に
か
け

て
の
状
況
で
あ
る
。
内
容
か
ら
す
れ
ば
「
第
三
辰
」
と
あ
る
べ
き

と
こ
ろ
だ
が
、
平
仄
を
合
わ
せ
る
た
め
に
、
「
三
」
を
「
五
」
に
改

め
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

第
二
首
は
、
五
日
か
ら
六
日
に
か
け
て
の
状
況
で
あ
る
が
、
『
居

は
、
ぢ
＜

敗
靱
流
離
し
て
蹄
坂
す
る
人
。
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昇
平

諸
録
』
六
日
の
条
に
は
見
え
な
か
っ
た
内
容
を
盛
り
込
ん
で
い
る
。

「
狐
津
に
散
ら
さ
る
」
が
そ
れ
で
、
六
日
の
津
藩
の
裏
切
り
に
よ

っ
て
旧
幕
軍
が
敗
走
し
た
こ
と
を
い
う
。
「
狐
津
（
狡
猾
な
津
藩
）
」

と
い
う
表
現
に
は
、
津
藩
の
変
節
へ
の
非
難
が
明
ら
か
で
あ
る
。

ま
た
、
転
句
・
結
句
は
、
会
津
・
桑
名
の
両
藩
主
が
「
樽
俎
」
す

ま
な
い
た

な
わ
ち
樽
や
俎
の
並
ぶ
本
営
で
の
軍
議
の
果
て
に
、
君
を
促
し
て

ち

ぬ

の

う

み

「
稚
濱
ー
八
軒
屋
の
浜
、
あ
る
い
は
茅
袴
海
（
大
阪
湾
南
部
）
ー
」

へ
逃
亡
し
た
こ
と
を
詠
む
。
「
樽
俎
況
」
「
脱
走
」
と
い
う
表
現
に

は
、
戦
場
に
赴
か
ず
、
戦
況
不
利
と
見
る
や
将
兵
を
捨
て
て
逃
亡

し
た
首
脳
陣
の
不
甲
斐
な
さ
に
、
微
言
な
が
ら
筆
誅
を
加
え
て
い

る
感
が
あ
る
。
総
大
将
の
慶
喜
で
は
な
く
、
会
津
・
桑
名
の
両
藩

主
に
責
を
負
わ
せ
る
の
は
、
先
に
見
た
『
居
諸
録
』
の
表
現
と
同

じ
く
、
恩
義
あ
る
幕
府
へ
の
せ
め
て
も
の
配
慮
で
は
な
か
ろ
う
か
。

幕
府
首
脳
の
東
帰
に
よ
っ
て
鳥
羽
伏
見
戦
の
勝
敗
は
決
し
た
。

旧
幕
府
は
朝
敵
と
な
り
、
徳
川
家
が
最
大
の
大
名
と
し
て
新
政
下

で
実
権
を
維
持
す
る
望
み
は
絶
た
れ
た
。
二
百
六
十
余
年
も
続
い

た
幕
府
は
、
ど
こ
で
歯
車
が
狂
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
。
寒
泉
は
こ

の
動
乱
の
原
因
を
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

聞
伏
水
有
戦
、

一
百
五
十
年
、

昇
平

慨
然
而
賦

ふ
し
み

（
伏
水
に
戦
有
る
を
聞
き
、

し
て
賦
す
）

百
五
十
年
、

慨
然
と

「
攘
夷
遺
勅
」
と
は
、
孝
明
天
皇
の
攘
夷
へ
の
遺
志
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
が
通
商
条
約
締
結
を
求
め
て
以
来
、
天
皇
は
頑
な
に
条

ま
さ
よ
し

約
締
結
に
反
対
し
て
き
た
。
老
中
堀
田
正
睦
が
上
京
し
て
勅
許
を

求
め
た
当
初
か
ら
拒
否
の
姿
勢
を
明
ら
か
に
し
、
大
老
井
伊
直
弼

が
勅
許
な
き
ま
ま
条
約
締
結
に
踏
み
切
る
と
、
憤
激
し
た
天
皇
は

水
戸
藩
に
密
勅
を
下
し
て
幕
府
へ
攘
夷
実
行
の
圧
力
を
か
け
た
。

ま
た
井
伊
大
老
暗
殺
の
後
、
老
中
安
藤
信
正
ら
が
和
宮
降
嫁
に
よ

っ
て
公
武
合
体
を
図
る
と
、
天
皇
は
降
嫁
の
条
件
と
し
て
「
七
八

年
な
い
し
は
十
年
後
に
は
通
商
条
約
の
拒
絶
」
を
誓
約
さ
せ
た
。

慶
応
元
年
九
月
、
条
約
勅
許
を
要
求
す
る
英
仏
米
蘭
の
艦
隊
が
兵

庫
沖
で
示
威
行
動
に
出
る
に
及
び
、
天
皇
は
信
頼
す
る
徳
川
慶
喜

（
当
時
、
禁
裏
守
衛
総
督
）
の
説
得
で
よ
う
や
く
勅
許
を
下
し
た
。

た
だ
し
、
夷
秋
が
畿
内
の
地
を
踏
む
の
に
は
耐
え
ら
れ
ず
、
条
約

が
定
め
た
兵
庫
開
港
は
あ
く
ま
で
禁
止
と
い
う
条
件
付
き
で
あ
っ

た
。
翌
年
十
二
月
に
崩
御
し
た
天
皇
に
と
っ
て
、
こ
の
兵
庫
開
港

禁
止
が
遺
命
と
な
っ
た
。
兵
庫
開
港
の
勅
許
が
下
り
た
の
は
、
本

稿
の
冒
頭
に
記
し
た
よ
う
に
、
孝
明
天
皇
の
死
後
に
将
軍
慶
喜
が

何
事
速
為
兵
馬
天
。

誰
矯
攘
夷
遺
勅
制
、

可
知
乱
本
向
斯
懸
゜

こ↓-
I
I
 

何
事
ぞ
速
か
に
兵
馬
の
天
と
為
る
。

っ

誰
れ
か
矯
は
る
攘
夷
遺
勅
の
制
、

こ
こ

知
る
べ
し
乱
本
斯
に
向
か
ひ
て
懸
る
を
。

（
『
寒
泉
遺
稿
（
戊
辰
稿
）
』
）
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辣
腕
を
振
る
っ
た
結
果
で
あ
る
。

さ
て
詩
に
戻
る
。
こ
の
孝
明
天
皇
の
「
攘
夷
遺
勅
」
を
「
矯
は

る
」
者
と
は
誰
か
。
狭
義
に
は
天
皇
と
の
約
束
を
反
故
に
し
た
将

軍
慶
喜
を
指
す
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
時
間
幅
を
長
く
取
れ

ば
、
攘
夷
を
約
束
し
な
が
ら
実
行
し
て
こ
な
か
っ
た
幕
府
の
執
政

者
た
ち
と
も
言
え
よ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
天
皇
の
意
志
に
背
い

た
幕
府
政
治
こ
そ
が
「
乱
本
」
で
、
そ
れ
が
今
日
の
幕
府
崩
壊
を

招
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

ま
た
、
次
の
よ
う
に
も
詠
む
。

正
月
八
日
偶
成

豊
家
螢
構
浪
華
城
、

天
下
金
湯
第
一
名
。

地
利
何
若
人
和
瞼
、

秦
火
餘
姻
三
日
程
。

又

妻
革
紛
然
祖
法
乱
、

華
夷
混
却
叡
衷
空
゜

如
斯
政
跡
終
羹
若
、

請
看
金
湯
秦
火
紅
゜

二
首豊

家
の
螢
構
浪
華
城
、

天
下
の
金
湯
第
一
名
。

し

地
の
利
は
何
ぞ
人
の
和
の
瞼
に
若
か
ん
、

秦
火
の
餘
姻
三
日
の
程
。

愛
革
紛
然
祖
法
乱
れ
、

華
夷
混
却
し
て
叡
衷
空
し
。

ヵ

ヵ斯
く
の
如
き
政
跡
終
に
羹
若
な
ら
ん
、

請
ふ
看
よ
金
湯
秦
火
の
紅
゜

（
『
寒
泉
遺
稿
（
戊
辰
稿
）
』
）

先
に
見
た
よ
う
に
、
正
月
九
日
か
ら
十
日
に
か
け
て
の
火
災
で

大
坂
城
の
大
半
は
焼
失
し
た
。
詩
題
に
「
正
月
八
日
」
と
あ
る
が
、

こ
れ
は
疎
開
先
の
寒
泉
に
届
い
た
訛
伝
、
あ
る
い
は
記
憶
違
い
で

あ
ろ
う
。

大
坂
城
は
豊
臣
秀
吉
の
築
い
た
金
城
湯
池
の
名
城
と
し
て
現
在

も
大
阪
人
の
誇
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
（
実
際
は
、
幕
府
が
豊
臣
時

代
の
遺
構
を
改
修
し
て
、
よ
り
巨
大
な
城
郭
と
し
た
も
の
）
、
寒
泉

も
大
坂
城
に
特
別
の
感
情
を
抱
い
て
い
た
ら
し
い
。
だ
が
慶
応
三

年
二
月
六
日
、
そ
の
大
坂
城
に
将
軍
慶
喜
は
フ
ラ
ン
ス
公
使
ロ
ッ

シ
ュ
を
招
く
。
兵
庫
開
港
問
題
を
交
渉
す
る
た
め
で
あ
る
。
そ
れ

を
知
っ
た
寒
泉
は
、
紀
州
徳
川
家
の
藩
祖
頼
宣
さ
え
入
城
を
許
さ

れ
な
か
っ
た
格
式
あ
る
名
城
に
「
今
や
外
夷
朦
奴
の
出
入
を
許
す

は
、
何
ぞ
や
。
嗚
呼
。
」
（
『
居
諸
録
』
二
月
四
日
条
）
と
嘆
い
た
。

そ
の
誇
ら
し
い
城
が
い
ま
炎
上
し
て
い
る
。
燃
え
上
が
る
城
は
、

「
秦
火
」
す
な
わ
ち
項
羽
の
手
に
落
ち
て
三
月
燃
え
続
け
た
と
い

う
秦
の
宮
殿
を
連
想
さ
せ
た
。
秦
の
滅
亡
に
つ
い
て
司
馬
遷
は
言

う
、
「
三
主
（
始
皇
帝
・
ニ
世
胡
亥
•
三
世
子
嬰
）
が
道
を
失
へ
ど

も
、
忠
臣
は
敢
て
諌
め
ず
、
智
士
は
敢
て
謀
ら
ず
」
と
。
君
主
の

暗
愚
と
臣
下
の
不
義
不
忠
と
に
よ
り
あ
っ
け
な
く
崩
壊
し
た
大
帝

国
、
寒
泉
は
そ
れ
と
江
戸
幕
府
と
を
重
ね
合
わ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。

第
一
首
の
転
句
「
地
の
利
は
云
々
」
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
次
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孟
子
日
く
、
天
の
時
は
地
の
利
に
如
か
ず
、
地
の
利
は
人
の

和
に
如
か
ず
。
（
中
略
）
城
高
か
ら
ざ
る
に
非
ず
、
池
深
か

ら
ざ
る
に
非
ず
、
兵
革
堅
利
な
ら
ざ
る
に
非
ず
、
米
粟
多

す

か
ら
ざ
る
に
非
ず
。
委
て
て
之
を
去
る
は
、
是
れ
地
の
利
は

人
の
和
に
如
か
ざ
れ
ば
な
り
。
（
中
略
）
道
を
得
る
者
は
助
け

多
く
、
道
を
失
ふ
者
は
助
け
寡
し
。
助
け
寡
き
の
至
り
は
、

親
戚
も
之
に
畔
き
、
助
け
多
き
の
至
り
は
、
天
下
も
之
に
順
ふ
。

（
公
孫
丑
篇
下
）

孟
子
の
言
う
〈
地
の
利
を
得
な
が
ら
、
そ
れ
を
捨
て
て
去
り
、
親

戚
に
も
背
か
れ
る
者
〉
と
は
、
ま
さ
に
大
坂
城
を
捨
て
、
譜
代
や

恩
顧
の
大
名
に
も
裏
切
ら
れ
た
旧
幕
府
そ
の
も
の
で
あ
る
。
旧
幕

府
の
今
日
の
体
た
ら
く
は
、
「
道
を
失
い
」
「
人
の
和
」
を
欠
い
た

当
然
の
帰
結
で
あ
る
I

I
こ
れ
が
『
孟
子
』
の
典
故
に
込
め
た
寒

泉
の
思
い
で
あ
ろ
う
。
寒
泉
の
旧
幕
府
批
判
は
か
な
り
強
烈
な
も

の
と
言
え
よ
う
。

ま
た
、
こ
の
詩
に
も
動
乱
の
原
因
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
。
第

二
首
前
半
が
そ
れ
で
あ
る
。
ペ
リ
ー
来
航
に
よ
り
、
二
百
年
以
上

も
墨
守
さ
れ
た
鎖
国
政
策
す
な
わ
ち
「
祖
法
」
が
崩
れ
、
中
華
た

る
日
本
に
夷
秋
が
雑
居
す
る
世
と
な
っ
た
。
自
ら
の
治
世
に
祖
法

の
『
孟
子
』
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
。

を
改
め
夷
秋
を
国
に
入
れ
る
の
に
耐
え
ら
れ
ず
、
開
国
を
拒
否
し

続
け
た
孝
明
天
皇
の
切
な
る
思
い
も
、
今
と
な
っ
て
は
空
し
く
な

っ
て
し
ま
っ
た
。
「
叡
衷
」
を
無
視
し
た
「
祖
法
」
の
変
更
、
そ
の

結
果
が
眼
前
の
大
坂
城
炎
上
だ
、
と
寒
泉
は
言
う
の
で
あ
る
。

以
上
、
寒
泉
の
詩
か
ら
は
か
な
り
厳
し
い
幕
府
批
判
が
読
み
取

れ
た
。
そ
の
批
判
の
根
底
に
あ
る
の
は
、
孝
明
天
皇
へ
の
尊
崇
、

お
よ
び
天
皇
の
悲
願
で
あ
っ
た
攘
夷
の
実
行
、
す
な
わ
ち
尊
王
攘

夷
思
想
で
あ
る
。

寒
泉
の
尊
王
攘
夷
思
想
（
注
8
)

本
来
、
尊
王
と
攘
夷
と
は
別
個
の
理
念
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
結

合
し
、
政
治
理
論
と
し
て
体
系
化
し
た
の
が
後
期
水
戸
学
で
あ
る
。

そ
の
出
発
点
を
な
し
た
藤
田
幽
谷
(
-
七
七
四

S
一
八
二
六
）
は
、

尊
王
に
理
論
的
根
拠
を
与
え
、
天
皇
を
神
聖
な
る
君
主
と
し
て
頂

点
に
据
え
た
。
や
が
て
対
外
的
な
緊
張
が
高
ま
る
と
、
そ
の
弟
子

の
会
沢
正
志
斎
(
-
七
八
二

S
一
八
六
三
）
は
『
新
論
』
を
著
し

（
一
八
二
五
年
）
、
民
心
統
合
の
方
法
と
し
て
尊
王
と
攘
夷
と
を
結

合
さ
せ
、
内
外
か
ら
迫
る
政
治
的
危
機
の
克
服
を
図
っ
た
。

か
な
り
強
烈
な
尊
王
攘
夷
思
想
の
持
ち
主
だ
っ
た
寒
泉
に
は
、

水
戸
学
が
大
き
く
影
瞥
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
も
そ
も
懐
徳

堂
は
、
竹
山
•
履
軒
の
時
代
か
ら
水
戸
学
に
通
じ
る
「
尊
王
」
の
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立
場
を
採
っ
て
い
た
（
注
9
)
。
そ
し
て
寒
泉
自
身
、
ペ
リ
ー
来
航
の

年
に
は
水
戸
学
の
経
典
と
も
い
え
る
『
新
論
』
を
所
蔵
し
、
知
人

に
貸
し
出
し
て
も
い
る
（
注

l
o
)
0

ま
た
安
政
四
年
(
-
八
五
七
）
、
徳
川
斉
昭
（
当
時
、
藩
主
を
退

き
、
海
防
・
軍
政
な
ど
の
幕
政
参
与
の
職
に
在
っ
た
）
か
ら
水
戸

で
翻
刻
し
た
『
破
邪
集
』
（
明
の
徐
昌
治
の
編
集
に
よ
る
尊
王
攘
夷

論
集
）
を
寄
贈
さ
れ
た
寒
泉
は
、
懐
徳
堂
創
立
以
来
の
慶
事
と
し

て
先
哲
の
霊
に
報
告
し
て
い
る
。
こ
れ
程
ま
で
に
寒
泉
が
感
激
し

た
の
は
、
斉
昭
が
御
三
家
の
元
当
主
で
あ
る
と
い
う
幕
藩
体
制
的

な
権
威
か
ら
だ
け
で
は
な
い
。
次
に
引
い
た
先
哲
の
群
霊
に
対
す

る
告
文
を
、
傍
線
部
分
に
注
目
し
て
見
て
も
ら
い
た
い
。

太
公
草
筆
序
有
焉
、
筆
蜜
字
勢
、
奮
如
勃
如
、
鬼
捕
神
攪
、

如
篇
末
也
字
、
有
尾
驚
澄
澄
騰
騰
、
若
将
朝
天
之
勢
。
押
以

二
朱
印
、
上
押
緯
字
、
下
則
「
尊
王
攘
夷
」
四
字
。
嗚
呼
、

太
公
叡
明
雄
偉
、
斯
書
雛
刻
之
深
意
、
登
凡
慮
之
所
料
知
乎
。

仰
今
也
群
夷
庶
掲
、
横
行
東
西
、
斯
書
不
可
不
讀
也
。
則
今

日
之
錫
、
有
不
任
感
戴
焉
者
。
（
『
寒
泉
遺
稿
（
丁
巳
稿
）
』
「
告

懐
徳
堂
先
哲
群
霊
詩
井
序
」
）

前
半
は
斉
昭
の
序
文
に
つ
い
て
の
記
述
で
あ
る
が
、
神
業
の
ご
と

く
覇
気
に
満
ち
た
筆
勢
、
「
尊
王
攘
夷
」
の
朱
印
な
ど
へ
の
畏
敬
が

見
て
取
れ
る
。
そ
れ
に
続
く
の
が
、
こ
の
尊
王
攘
夷
論
の
必
読
書

を
翻
刻
し
た
「
叡
明
雄
偉
」
た
る
斉
昭
へ
の
賛
辞
と
謝
辞
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
尊
王
攘
夷
の
カ
リ
ス
マ
斉
昭
へ
の
傾
倒
が
窺
え
る
。
寒

泉
の
尊
王
攘
夷
思
想
に
水
戸
学
が
大
き
く
関
与
し
て
い
た
こ
と
は

確
か
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
水
戸
学
に
加
え
て
寒
泉
に
思
想
的
な
影
響
を
与
え
た

も
の
と
し
て
、
彼
の
学
統
・
出
自
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
ま
ず
学
統

か
ら
言
え
ば
、
寒
泉
の
外
祖
父
で
あ
る
中
井
竹
山
は
、
そ
の
師
蘭

し
ウ
う

洲
の
和
学
を
受
け
継
ぐ
大
儒
で
あ
り
、
ま
た
父
方
の
祖
父
で
あ
る

な
み
か
わ
せ
い
し
ょ

並
河
誠
所
も
国
学
に
通
じ
、
『
五
畿
内
誌
』
の
大
著
も
あ
る
儒
者
で

あ
っ
た
。
寒
泉
は
漢
学
と
と
も
に
和
学
（
国
学
）
の
兼
修
を
旨
と

す
る
学
統
に
連
な
る
。

ま
た
出
自
を
見
る
と
、
寒
泉
の
本
家
筋
で
あ
る
京
都
並
河
家
は
、

伏
見
宮
家
に
代
々
仕
え
る
儒
医
で
あ
っ
た
。
孝
明
天
皇
の
信
任
篤

く
、
幕
末
の
朝
廷
で
一
時
権
勢
を
誇
っ
た
中
川
宮
は
、
伏
見
宮
邦

な
お
よ
し

家
親
王
の
第
四
王
子
で
、
京
都
並
河
家
当
主
で
あ
っ
た
並
河
尚
美

の
屋
敷
で
生
ま
れ
養
育
さ
れ
た
。
早
く
に
両
親
を
亡
く
し
た
寒
泉

も
ま
た
尚
美
に
養
育
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
、
伏
見
宮
邸
に
出
入
り

し
て
邦
家
親
王
に
可
愛
が
ら
れ
た
と
い
う
（
注
11)°

こ
の
よ
う
に
寒

泉
は
、
京
都
並
河
家
を
介
し
て
伏
見
宮
家
と
浅
か
ら
ぬ
縁
が
あ
っ

た
。
さ
ら
に
寒
泉
と
同
年
代
の
当
主
尚
教
が
中
川
宮
の
侍
医
で
あ

っ
た
関
係
で
、
寒
泉
は
尚
教
を
通
じ
て
朝
廷
の
動
向
を
知
る
こ
と

も
で
き
た
。
寒
泉
に
と
っ
て
朝
廷
は
、
尊
崇
の
念
と
と
も
に
親
愛

の
情
を
抱
か
せ
る
、
心
情
的
に
は
身
近
な
世
界
で
あ
っ
た
と
思
わ
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こ
の
よ
う
な
出
自
か
ら
で
あ
ろ
う
、
寒
泉
の
尊
王
は
、
万
世
一

系
の
皇
統
と
い
っ
た
観
念
上
の
天
皇
へ
の
尊
崇
に
加
え
（
注
12)
、
い

ま
位
に
在
る
現
実
の
天
皇
へ
の
強
い
共
感
が
見
ら
れ
る
。
例
え
ば

『
居
諸
録
』
安
政
五
年
(
-
八
五
八
）
九
月
四
日
条
に
、
孝
明
天

皇
の
次
の
御
製
を
親
友
に
書
き
送
っ
た
と
記
し
て
い
る
。
ち
ょ
う

ど
勅
許
無
き
ま
ま
通
商
条
約
が
調
印
さ
れ
た
ニ
カ
月
余
り
後
の
こ

と
で
あ
る
。

位
の
山
神
の
心
や
い
か
な
ら
む
拙
き
わ
れ
は
居
る
も
苦
し
き

住
之
江
の
水
に
我
が
身
は
沈
め
ど
も
濁
し
は
せ
じ
な
万
民
草

御
製
に
は
、
自
ら
の
治
世
に
神
州
を
夷
秋
に
汚
さ
れ
る
こ
と
へ
の

苦
悩
、
身
を
も
っ
て
開
国
を
阻
止
せ
ん
と
す
る
皇
祖
皇
宗
・
民
草

へ
の
責
任
感
な
ど
が
詠
み
込
ま
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
叡
慮
に
共
鳴

す
る
こ
と
で
天
皇
へ
の
忠
誠
心
を
強
め
、
「
草
茅
の
臣
」
（
注
13)
た
る

寒
泉
の
尊
王
攘
夷
論
は
増
幅
さ
れ
て
ゆ
く
。

こ
こ
で
―
つ
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
寒
泉
の
思
想
に
影
智

を
与
え
た
水
戸
学
は
、
本
来
的
に
尊
王
の
理
念
の
も
と
で
幕
藩
体

制
を
補
強
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
点
で
あ
る
。
例
え
ば
、
水
戸

学
の
根
幹
を
な
す
藤
田
の
著
述
「
正
名
論
」
は
、
天
皇
の
下
で
将

軍
・
諸
侯
・
卿
・
大
夫
が
階
層
を
な
す
名
分
的
秩
序
の
維
持
を
主

れ
る
。

張
す
る
。
つ
ま
り
、
卿
・
大
夫
は
諸
侯
に
、
諸
侯
は
将
軍
に
対
し

て
崇
敬
を
払
い
、
尊
王
は
将
軍
に
の
み
認
め
ら
れ
る
と
い
う
階
層

的
な
差
異
を
設
け
、
そ
れ
に
よ
っ
て
幕
府
の
威
権
の
強
化
を
図
っ

た
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
攘
夷
が
現
実
問
題
と
な
っ
た
時
、
天
皇
の

攘
夷
意
志
を
奉
じ
た
征
夷
大
将
軍
が
、
武
威
に
よ
っ
て
夷
秋
か
ら

国
土
と
民
と
を
保
全
で
き
れ
ば
、
幕
府
の
威
権
は
高
め
ら
れ
る
わ

け
で
あ
る
。

冒
頭
に
記
し
た
よ
う
に
、
懐
徳
堂
は
官
許
以
来
、
幕
府
の
優
待

を
受
け
て
き
た
。
よ
っ
て
寒
泉
の
幕
府
に
対
す
る
恩
義
に
は
厚
い

も
の
が
あ
っ
た
。
〈
皇
室
へ
の
尊
崇
〉
と
〈
幕
府
へ
の
報
恩
〉
と
の

両
立
、
そ
れ
を
可
能
と
す
る
水
戸
学
的
な
名
分
秩
序
こ
そ
、
懐
徳

堂
教
授
で
あ
る
寒
泉
の
立
場
に
適
う
思
想
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味

で
、
次
に
見
る
ロ
シ
ア
使
節
へ
の
応
接
は
、
寒
泉
の
思
想
信
条
と

社
会
的
立
場
と
の
両
面
で
自
ら
の
存
在
証
明
を
果
た
し
え
た
重
要

な
出
来
事
で
あ
っ
た
。

安
政
元
年
(
-
八
五
四
）
九
月
、
ロ
シ
ア
使
節
プ
チ
ャ
ー
チ
ン

率
い
る
軍
艦
が
天
保
山
沖
に
出
現
し
た
。
幕
府
は
寒
泉
と
桐
園
と

に
命
じ
、
筆
談
で
交
渉
に
当
ら
せ
た
。
ロ
シ
ア
艦
は
二
十
日
程
の

停
泊
の
後
、
突
然
姿
を
消
す
。
ロ
シ
ア
艦
退
去
の
報
を
受
け
た
寒

泉
ら
は
、
紀
州
加
太
ま
で
ロ
シ
ア
艦
を
追
跡
し
、
そ
の
退
去
を
確

認
し
た
の
で
あ
っ
た
（
注
M)°

寒
泉
ら
は
こ
の
功
に
よ
り
、
同
年
十

二
月
二
十
六
日
、
幕
府
か
ら
褒
賞
を
受
け
た
。
こ
れ
は
寒
泉
に
と
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プ
チ
ャ
ー
チ
ン
来
航
の
四
年
後
、
ハ
リ
ス
の
日
米
通
商
条
約
締

結
の
要
求
に
対
し
、
幕
府
も
開
国
や
む
な
し
と
判
断
し
、
外
交
政

策
を
大
き
く
転
換
さ
せ
た
。
ま
ず
諸
大
名
へ
の
諮
問
を
通
じ
て
開

結
び
に
か
え
て
ー
寒
泉
の
反
幕
的
傾
向
ー

っ
て
二
つ
の
意
味
で
重
要
な
出
来
事
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
一

つ
は
か
ね
て
望
む
「
攘
夷
」
を
自
ら
の
学
力
に
よ
っ
て
実
践
し
得

た
こ
と
、
い
ま
―
つ
は
そ
れ
が
幕
命
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と

で
あ
る
。
幕
府
が
征
夷
大
将
軍
の
職
責
と
し
て
外
夷
に
当
た
り
、

幕
命
を
受
け
て
寒
泉
自
ら
〈
攘
夷
〉
に
貢
献
し
た
と
い
う
図
式
で

あ
る
。
寒
泉
は
こ
れ
以
後
、
毎
年
（
維
新
後
も
）
褒
賞
を
受
け
た

十
二
月
二
十
六
日
に
、
功
績
を
記
し
た
掛
け
軸
を
掲
げ
、
幕
府
よ

り
下
賜
さ
れ
た
褒
賞
の
包
紙
を
並
べ
て
祝
っ
た
（
注
15)°

幕
命
に
よ

っ
て
自
ら
尊
王
攘
夷
を
実
践
し
得
た
生
涯
最
高
の
時
を
、
彼
は
毎

年
思
い
起
こ
し
た
の
で
あ
る
。

だ
が
、
幕
府
は
攘
夷
か
ら
開
国
へ
と
方
針
を
転
換
さ
せ
た
。
こ

れ
は
〈
尊
王
〉
と
〈
幕
府
へ
の
報
恩
〉
と
の
両
立
を
願
う
寒
泉
を

し
て
思
想
的
・
政
治
的
に
難
し
い
位
置
に
立
た
せ
る
こ
と
と
な
っ

た
。
寒
泉
が
詩
作
に
お
い
て
幕
府
の
失
政
を
明
確
に
示
し
得
た
の

は
、
鳥
羽
伏
見
戦
で
旧
幕
府
が
朝
敵
と
な
り
、
そ
の
命
運
が
完
全

に
尽
き
た
か
ら
で
あ
る
。

却
作
群
公
撰
斥
秦
゜

鷺
位
嬢
班
禁
殿
春

攘
夷
廟
策
蓋
智
人
。

飢
鷹
欲
捜
摩
金
爪
、

国
へ
の
共
通
理
解
を
醸
成
し
、
さ
ら
に
朝
廷
の
権
威
を
借
り
て
異

論
を
抑
え
る
た
め
、
安
政
五
年
(
-
八
五
八
）
二
月
、
老
中
堀
田

正
睦
は
上
京
し
、
条
約
締
結
へ
の
勅
許
を
求
め
た
。
堀
田
は
世
界

情
勢
か
ら
開
国
の
必
要
を
説
き
、
朝
廷
の
実
力
者
で
あ
っ
た
太
閤

た
か
つ
か
さ
ま
さ
み
ち

鷹
司
政
通
も
幕
府
の
方
針
を
支
持
し
た
。
鷹
司
太
閤
は
三
十
四
年

に
わ
た
っ
て
関
白
を
務
め
、
幕
府
と
協
調
し
つ
つ
朝
廷
の
権
威
復

興
に
努
め
た
老
練
な
政
治
家
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
孝
明
天
皇
は
強
硬
に
拒
否
の
姿
勢
を
貫
く
。
鷹
司
太

閤
や
二
条
関
白
が
幕
府
を
支
持
す
る
と
、
天
皇
は
そ
れ
に
対
抗
し
、

側
近
と
諮
っ
て
下
級
公
家
に
働
き
か
け
る
。
そ
の
結
果
、
叡
慮
を

奉
じ
た
下
級
公
家
八
十
八
人
が
参
内
、
上
級
公
家
に
異
議
を
唱
え
、

朝
議
を
条
約
拒
否
へ
と
押
し
切
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
八
十
八
卿
の
列
参
を
知
っ
た
寒
泉
は
、
「
偶
成
」
と
い
う
連

作
の
一
首
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

翌
位
鶉
班
禁
殿
の
春
、

か
ふ
し
ん

攘
夷
の
廟
策
蚕
智
の
人
。

さ

よ

う

つ

か

み

が

飢
鷹
捜
ま
ん
と
欲
し
て
金
爪
を
摩
＜

も、

ひ

ん

せ

き

な

却
て
群
公
の
秦
を
撰
斥
す
る
を
作
す
。

（
『
寒
泉
遺
稿
（
戊
午
稿
）
』
）
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大
意
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
天
皇
・
公
卿
の
列
席
す
る
禁
裏
の

春
、
攘
夷
の
決
謡
の
た
め
に
臣
下
（
八
十
八
卿
）
が
急
ぎ
参
内
し

た
。
飢
え
た
鷹
（
鷹
司
太
閤
）
が
獲
物
を
捕
ら
え
よ
う
と
爪
を
研

ぐ
が
、
逆
に
群
臣
の
た
め
に
秦
檜
（
鷹
司
太
閤
）
は
失
脚
さ
せ
ら

れ
た
。こ

こ
で
は
、
幕
府
を
支
持
し
た
鷹
司
を
「
飢
鷹
」
と
貶
め
、
保

身
の
た
め
に
夷
秋
と
の
融
和
を
進
め
た
と
さ
れ
る
南
宋
の
「
秦

（
檜
）
」
に
な
ぞ
ら
え
る
。
寒
泉
は
、
幕
府
が
開
国
へ
と
大
き
く
舵

を
き
っ
た
当
初
か
ら
、
天
皇
の
攘
夷
意
志
に
背
く
幕
府
の
開
国
政

策
に
鋭
い
批
判
の
眼
を
向
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

の
み
な
ら
ず
、
寒
泉
の
幕
政
批
判
は
、
本
人
が
意
識
し
た
か
否

か
は
別
と
し
て
、
幕
藩
体
制
を
突
き
崩
す
方
向
性
を
も
っ
て
い
た
。

例
え
ば
、
幕
府
の
対
外
政
策
に
批
判
的
な
寒
泉
は
、
薩
摩
•
長
州

と
い
っ
た
雄
藩
が
叡
慮
に
沿
っ
て
攘
夷
を
実
行
す
る
の
を
期
待
し

て
い
た
（
注
16)
。
す
な
わ
ち
、
階
層
的
な
尊
王
で
幕
藩
体
制
の
強
化

を
狙
っ
た
水
戸
学
的
な
秩
序
を
踏
み
越
え
、
天
皇
と
有
力
諸
侯
と

が
直
結
し
、
結
果
と
し
て
幕
藩
体
制
の
崩
壊
を
招
き
か
ね
な
い
事

態
を
も
望
ん
だ
の
で
あ
る
。
寒
泉
の
尊
王
攘
夷
思
想
は
、
水
戸
学

の
尊
王
佐
幕
か
ら
尊
王
反
幕
へ
と
転
ず
る
方
向
性
を
内
に
含
ん
で

い
た
と
い
え
る
。

こ
の
よ
う
に
、
開
国
路
線
へ
の
転
換
か
ら
鳥
羽
伏
見
戦
の
敗
戦

に
至
る
ま
で
の
幕
府
政
治
に
対
す
る
寒
泉
の
評
価
は
、
全
体
と
し

(
1
)

幕
末
期
の
懐
徳
堂
と
幕
府
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
山
中
浩
之
「
幕

末
期
の
懐
徳
堂
と
そ
の
廃
絶
に
つ
い
て
」
（
『
幕
末
維
新
期
漢
学
塾
の

研
究
』
所
収
、
渓
水
社
、
二
0
0
三
年
）
、
拙
稿
「
幕
末
に
お
け
る
懐

徳
堂
再
興
運
動
ー
並
河
寒
泉
日
記
『
居
諸
録
』
に
基
づ
い
て
ー
」
（
『
四

天
王
寺
大
学
紀
要
』
第
四
六
号
、
二

0
0
八
年
）
参
照
。

(
2
)

『
居
諸
録
』
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注

(
1
)

拙
稿
参
照
。
『
寒
泉
遺

稿
』
に
つ
い
て
は
、
大
阪
大
学
附
属
図
書
館
懐
徳
堂
文
庫
に
次
の
二

種
が
所
蔵
さ
れ
る
（
『
懐
徳
堂
文
庫
図
書
目
録
』
（
国
書
の
部
）
六
八

頁）。
『
寒
泉
遺
稿
』

『
寒
泉
遺
稿
』

注

並
河
寒
泉
著

並
河
寒
泉
著

手
稿
等
（
遺
）
写
本

（
造
）
写
本
十
八
冊

六
冊

て
批
判
的
で
、
か
つ
反
幕
的
な
傾
斜
さ
え
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。

幕
府
崩
壊
へ
の
冷
め
た
視
線
も
そ
の
た
め
で
、
だ
か
ら
こ
そ
新
帝

を
戴
く
新
政
府
に
期
待
が
つ
な
が
っ
た
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
紙
数
の
関
係
で
、
幕
府
政
治
に
対
す
る
寒
泉
の
総
括

的
な
評
価
の
み
を
見
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
の
政
治
意
識
の
詳

細
を
追
う
た
め
に
は
、
ペ
リ
ー
来
航
以
降
の
歴
史
の
展
開
に
即
し

て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て

論
じ
た
い
。
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書
誌
的
な
考
察
を
要
す
る
が
、
後
者
は
雑
な
が
ら
年
次
ご
と
に
整

理
さ
れ
、
清
書
・
校
正
も
施
さ
れ
る
。
本
稿
で
の
引
用
は
後
者
に
よ

り
、
出
拠
は
引
用
末
尾
に
『
寒
泉
遺
稿
（
戊
辰
稿
）
』
の
よ
う
に
表
記

す
る
。

(
3
)
寒
泉
の
政
治
観
に
関
す
る
先
行
研
究
に
、
陶
徳
民
「
並
河
寒
泉
と

幕
末
の
懐
徳
堂
ー
『
居
諸
録
』
の
一
考
察
ー
」
（
『
日
本
漢
学
思
想
史

論
考
ー
祖
株
•
仲
基
お
よ
び
近
代
ー
』
関
西
大
学
出
版
部
、
一
九
九

九
年
）
が
あ
る
。
陶
論
考
は
膨
大
な
『
居
諸
録
』
を
通
覧
し
て
、
寒

泉
の
対
外
観
・
政
治
意
識
に
対
し
て
精
細
な
考
察
を
加
え
て
い
る
。

た
だ
、
寒
泉
の
「
幕
府
一
辺
倒
」
と
の
見
方
に
は
再
考
の
余
地
が
あ

る
と
思
わ
れ
、
そ
の
点
に
つ
い
て
本
稿
に
お
い
て
検
討
を
加
え
た
い
。

(
4
)
幕
末
政
治
史
の
記
述
に
は
以
下
を
参
照
し
た
。
井
上
勝
生
『
幕
末
・

維
新
』
（
岩
波
書
店
、
二

0
0
六
年
）
、
家
近
良
樹
『
孝
明
天
皇
と
一

会
桑
』
（
文
藝
春
秋
、
二

0
0
二
年
）
、
青
山
忠
正
『
幕
末
維
新
奔
流

の
時
代
』
（
文
英
堂
、
一
九
九
六
年
）
、
井
上
勲
『
王
政
復
古
』
（
中
央

公
論
社
、
一
九
九
一
年
）
。

(
5
)
懐
徳
堂
に
関
す
る
記
述
は
『
居
諸
録
』
に
よ
る
。
原
文
は
漢
文
だ

が
、
引
用
は
書
き
下
し
文
に
し
た
。
ま
た
、
挿
入
さ
れ
た
候
文
は
、

読
解
の
便
を
考
え
て
、
送
り
仮
名
を
振
る
な
ど
改
変
を
加
え
た
。

(
6
)
大
山
柏
『
戊
辰
役
戦
史
（
上
）
』
（
時
事
通
信
社
、
一
九
六
八
年
）
、

平
尾
道
雄
『
戊
辰
戦
争
史
』
（
岬
書
房
、
一
九
七
一
年
）
参
照
。

(
7
)
『
新
修
大
阪
市
史
』
第
四
巻
、
第
五
章
第
二
節
「
幕
末
の
政
局
と
長

州
戦
争
」
参
照
。

(
8
)
尊
王
攘
夷
思
想
に
つ
い
て
は
、
尾
藤
正
英
「
尊
王
攘
夷
思
想
」
（
『
岩

波
講
座
日
本
歴
史
一
三
（
近
世
五
）
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
七
年
）
、

山
口
宗
之
『
幕
末
政
治
思
想
史
研
』
（
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
八
二
年
）

参
照
。

(
9
)
懐
徳
堂
に
お
け
る
「
尊
王
」
の
伝
統
と
水
戸
学
、
お
よ
び
寒
泉
の

「
攘
夷
」
に
つ
い
て
は
、
湯
浅
邦
弘
「
ロ
シ
ア
軍
艦
デ
ィ
ア
ナ
号
と

懐
徳
堂
ー
並
河
寒
泉
の
「
攘
夷
」
ー
」
（
湯
浅
邦
弘
編
『
懐
徳
堂
研
究
』

汲
古
書
院
、
二

0
0七
年
）
参
照
。

(10)
『
居
諸
録
』
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
八
月
二
十
八
日
条
「
『
新
論
』

還
自
土
口
氏
。
」

(11)

『
居
諸
録
』
明
治
五
年
八
月
二
十
五
日
条
「
（
邦
家
親
王
甍
去
の
報

に
接
し
て
）
鳳
来
幼
而
敷
得
王
之
幼
寵
‘
且
賜
垂
視
、
亦
限
家
父
為

其
客
臣
。
」
ま
た
『
寒
泉
遺
稿
（
明
治
五
年
）
』
の
「
謝
宗
子
道
夫
見

恵
故
伏
王
薔
抱
」
詩
の
自
註
に
、
伏
見
宮
邸
で
の
舟
遊
び
の
思
い
出

を
記
し
て
い
る
。

(12)
例
え
ば
『
寒
泉
遺
稿
（
明
治
四
年
）
』
「
送
骰
卿
山
崎
骰
卿
遊
洋
國
」

詩
に
「
一
王
百
世
獄
又
樹
、
日
域
三
絶
冠
萬
方
。
」
（
皇
室
•
富
士
山
・

扶
桑
樹
は
世
界
に
冠
た
る
も
の
、
の
意
）
と
詠
む
。

(13)
寒
泉
は
孝
明
天
皇
に
対
し
て
自
ら
「
草
茅
の
臣
」
と
称
し
て
い
る
。

鹿
応
二
年
十
二
月
二
十
七
日
条
「
是
日
聞
天
皇
以
廿
五
夕
亥
時
登
瑕
°

嗚
呼
嗚
呼
嗚
呼
、
草
茅
臣
不
堪
棟
憚
浩
嘆
也
。
」
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(14)
詳
細
は
前
掲
注

(
9
)
湯
浅
論
考
参
照
。

(15)

『
居
諸
録
』
万
延
元
年
十
二
月
二
十
六
日
条
「
桂
七
年
前
接
魯
夷
賞

賜
命
語
幅
干
壁
、
列
銀
錠
封
紙
十
二
。
其
前
午
飯
置
膀
以
賀
。
歳
以

為
例
。
」
ま
た
明
治
六
年
同
月
同
日
条
「
南
席
壁
上
掲
『
賭
昔
英
船
舶

湊
、
奉
官
命
、
以
文
筆
被
任
、
恩
命
賜
幣
』
幅
。
幅
下
陳
設
其
幣
褻

紙
。
例
歳
膀
膳
以
賀
。
」

(16)
例
え
ば
『
寒
泉
遺
稿
（
壬
戌
）
』
の
「
連
環
腔
、
賦
時
事
以
擬
史
詩
」

と
題
す
る
七
絶
二
首
は
、
薩
長
が
朝
廷
に
献
じ
た
攘
夷
策
が
孝
明
天

皇
の
叡
慮
に
適
っ
た
こ
と
を
詠
む
。

(319) 


